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第６回高梁市議会(定例)議案目録 

議案番号 件              名 結 果 頁 

議案第７５号 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
 

3 

議案第７６号 
高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 
5 

議案第７７号 
高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例の一部を改正する条

例 

 
9 

議案第７８号 令和５年度高梁市一般会計補正予算（第５号） 
 

 

議案第７９号 令和５年度高梁市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
 

 

議案第８０号 
令和５年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計補正予算（第

１号） 

 
 

議案第８１号 令和５年度高梁市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
 

 

議案第８２号 令和５年度高梁市介護保険特別会計補正予算（第２号） 
 

 

議案第８３号 令和５年度高梁市養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号） 
 

 

議案第８４号 
令和５年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１

号） 

 
 

議案第８５号 
令和５年度高梁市畑地かんがい事業特別会計補正予算（第２

号） 

 
 

議案第８６号 令和５年度高梁市水道事業特別会計補正予算（第２号） 
 

 

議案第８７号 令和５年度高梁市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

議案第８８号 令和５年度高梁市巨瀬財産区特別会計補正予算（第１号） 
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議案第７５号 

高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和５年１２月１日提出 

高梁市長  近 藤 隆 則   

 

高梁市条例第  号 

（令和５年  月  日制定）   

高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

高梁市職員の給与に関する条例（平成１６年高梁市条例第４０号）の一部を次のように改正 

する。 

 

第３０条第２項中「人事院の定める基準」を「規則で定める基準」に改める。 

 

附 則（令和５年高梁市条例第  号） 

 この条例は、公布の日から施行し、令和５年１２月１日から適用する。 

 

 

   提 案 理 由 

人事評価における業績評価を勤勉手当に反映させるため。 
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（参考）                  高梁市職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第30条 略 第30条 略 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当

該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはなら

ない。 

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事院の定める基

準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあ

っては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはな

らない。 

3～5 略 3～5 略 
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議案第７６号 

高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。 

令和５年１２月１日提出 

高梁市長  近 藤 隆 則   

 

高梁市条例第  号 

（令和５年  月  日制定）   

高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年高梁市条例第５１号） 

の一部を次のように改正する。 

 

第９条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第９条の２ 給与条例第３０条の規定は、任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用

職員について準用する。 

２ 任期の定めが６箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の１会計年度内における任期

の合計が６箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度に

おいて、前項に規定する任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 

３ ６月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として

任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期（６箇月未

満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係るも

のに限る。）との合計が６箇月以上に至ったときは、第１項の任期が６箇月以上のフルタイム

会計年度任用職員とみなす。 

 

第２０条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当） 

第２０条の２ 給与条例第３０条の規定は、任期の定めが６箇月以上のパートタイム会計年度

任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下こ

の条において同じ。）について準用する。この場合において、給与条例第３０条第４項中「そ  
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れぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前６箇月以内の在職期間における報酬の

１箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 任期の定めが６箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の１会計年度内における任

期の合計が６箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年

度において、前項に規定する任期の定めが６箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみ

なす。 

３ ６月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用

職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任

期（６箇月未満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計年度の末日を含む期間の

任用に係るものに限る。）との合計が６箇月以上に至ったときは、第１項の任期が６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員とみなす。 

４ 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則（令和５年高梁市条例第  号） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

   提 案 理 由 

会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため。 
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（参考）             高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

 (期末手当) 

第9条 略 

(勤勉手当) 

 (期末手当) 

第9条 略 

 

第9条の2 給与条例第30条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタ

イム会計年度任用職員について準用する。 

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計

年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタ

イム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任

期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計

年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用

職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年

度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限

る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上

のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 

 

 (パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当) 

第20条 略 

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当) 

 (パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当) 

第20条 略 
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第20条の2 給与条例第30条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパート

タイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者と

して規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準

用する。この場合において、給与条例第30条第4項中「それぞれその

基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6

箇月以内の在職期間における報酬の1箇月当たりの平均額」と読み替

えるものとする。 

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会

計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パー

トタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定す

る任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみな

す。 

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフル

タイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム

会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限

る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用

に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の 

任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。 

4 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、

規則で定める。 
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議案第７７号 

高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例の一部を改正する条例 

高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和５年１２月１日提出 

高梁市長  近 藤 隆 則   

 

高梁市条例第  号 

（令和５年  月  日制定）   

高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例の一部を改正する条例 

高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例（平成２１年高梁市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

 

別表中「２，７１０円」を「２，９１０円」に改める。 

 

附 則（令和５年高梁市条例第  号） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

提 案 理 由 

高梁市特定地域生活排水処理浄化槽の使用料を改定するため。  



 

 

1
0
 

（参考）                 高梁市特定地域生活排水処理浄化槽条例新旧対照表 

改正案 現行 

別表(第5条関係) 

使用料区分 金額 徴収時期 

基本額 2,910円 毎月徴収 

（略） 
 

別表(第5条関係) 

使用料区分 金額 徴収時期 

基本額 2,710円 毎月徴収 

（略） 
 

 



 


